
企画財政課移住・定住係　  25 １２２７

募集期間　6月1日（土）～7月31日（水）

作品募集

※写真は前回入賞作品

形式：JPEG
サイズ：1MB～3MB程度
※フチなしのカラー写真
※濃度、彩度、ホワイトバランスなどの全体的な色調整は可能
※スマートフォンなどで撮影した写真も応募可能

①応募者が鳥羽市在住もしくは鳥羽市出身であること
②応募者本人のオリジナル作品であること
③法令、公序良俗に反しないこと
④第三者の著作権、肖像権そのほかの権利を侵害しないこと
⑤展示会、コンテスト、雑誌などに投稿していない作品
であること　
⑥撮影者本人による応募であること（複数人での応募は
できません）

　入賞作品に関する著作権そのほか一切の権利は鳥羽市
に帰属するものとし、鳥羽市への移住・定住を促進する
ことを目的にした情報発信（ホームページ、パンフレッ
ト、ポスターなど）に使用するものとします。

　件名を「とばぐらしの魅力」写真コンテストとし、本
文に氏名、年齢、住所、電話番号、応募点数、写真のエ
ピソードやコメントを記載し、応募写真を添付してメー
ルで応募してください。なお、応募作品数は1人3点まで
とします。
　   iju-teiju@city.toba.lg.jp

　入賞者20人には、鳥羽マル
シェ地産ビュッフェレストラン
お食事券（5枚つづり）と、入
賞作品を掲載した「とばぐらし
魅力発信カレンダー2020」を
進呈します。

　入賞作品および優れた応募作品については、鳥羽市役
所本庁舎2階において、作品展示を行います。
期間：10月1日（火）～12月27日（金）
※くわしくは、市ホームページをご覧ください。

写真規定 応募方法

特典

作品展示

応募条件

作品の取り扱い

写真コンテスト
入賞作品

～きらりと笑顔が輝くまち～

「とばぐらしの魅力」写真コンテスト

　鳥羽ならではの暮らしのワンシーン、鳥羽に住んでいて良かった
と思える瞬間、自分たちが誇りにし大切にしている地域の魅力な
ど、鳥羽での暮らしの中にある魅力が伝わる写真をテーマに写真コ
ンテストを行います。
　例えば、家族と海辺で過ごす様子や、家の畑で収穫を楽しむ様子
などありふれた日常の中で笑顔があふれるシーンを撮影した自慢の
写真をぜひ応募してください。
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